
（ 参 考 １ ）

環境基準と排水規制・地下浸透規制

． 環 境 基 本 法 に 基 づ く 環 境 基 準Ⅰ

環境基本法 環境基準（公共用水域） 類型あてはめ（生活環境項目のみ） 環境基準（地下水）

§１６(1) （昭和46年告示） （平成９年告示）

（昭和４５年制定）Ⅱ． 水 質 汚 濁 防 止 法 に 基 づ く 排 水 規 制

公共用水域 常時監視 §１５（水質測定計画・水質環境基準監視） 結果の公表 §１７

§１６

排 一律基準 §３(1)［有害物質及び生活環境項目について設定］

水 （環境庁）

基

準 上乗せ基準 排水基準に関する勧告 §４

(都道府県) §３(3)

排水基準違反 §３１

§１２(1) (1)

排 出 水 排水基準に適合し 改 善 命 令 等 命令違反 §３０罰

特 ないおそれ

排 §２(5) §１３(1)

定

水 特 立入検査・報告徴収 未報告又は虚偽の §３３

事 定 報告、検査拒否等 (4)

規 施 §２２

業 設 特定施設の設置 排水基準に適合し

制 ・変更の届出 ないと認めるとき 計画変更命令又は廃止 命令違反 §３０則

場

§５(1)・§７ §８

未届出又は虚偽の届出 §３２

（平成元年・平成８年改正）Ⅲ． 水 質 汚 濁 防 止 法 に 基 づ く 地 下 浸 透 規 制

地 下 水 の 監 視 地下水 常時監視 §１５（地下水質測定計画・水質監視・測定協力） 結果の公表 §１７

§１６ §１６の２

特定地下浸透水 特定地下浸透水が要件に該当 改 善 命 令 等 命令違反 §３０

する恐れがあると認めるとき

地 §２(7) §１３の２

罰有

下 害 有 有害物質使用特定施設 特定地下浸透水が要件に

物 害 設置・変更の届出 該当すると認めるとき 計画変更命令又は廃止 命令違反 §３０

浸 質 物

使 質 §５(2)・§７ §８(1)

透 用 使

特 用 未届出又は虚偽の届出 §３２則

規 定 特

事 定 §３３

制 業 施 立入検査・報告徴収 未報告又は虚偽の報告、検査拒否等 (4)

場 設 §２２

有害物質を含む特定地下浸透水の浸透制限 §１２の３

※「有害物質使用特定施設」とは、有害物質をその施設において製造し、使用し、又は処理する特定施設をいう。

有害物質に該当する （人の健康に係る被害）

特定事業場 物質の地下への浸透 地下水の浄化措置措置命令 命令違反 罰則 §３０

§１４の３



（昭和５３年改正）Ⅲ． 総 量 規 制 関 係

総量削減基本方針 総量削減計画 総量規制基準 立入検査・報告徴収 改善命令 罰則

(指定項目・水域・地域の指定)

§４の２ §４の３ §４の５ §２２ §１３ §３０

（平成８年改正）Ⅴ． 事 故 関 係

事故時の措置 特定事業場及び 事故による有害物質 応急措置・届出 応急措置命令 命令違反 罰 則

貯油事業場等 又は油の排出浸透

§１４の２(1),(2) §１４の２(3) §３１

（平成２年改正）Ⅵ． 生 活 排 水 対 策 関 係

１ 行政責任の明確化（§１４の４）

国 （生活排水対策に係る知識の普及） 都道府県 （広域にわたる施策の実施）

（財政上、技術上の援助） （市町村の対策の総合調整）

市町村 （生活排水処理施設の整備）

（指導員の育成等啓発事業の推進）

２ 国民の責務の明確化（§１４の５、§１４の６）

・調理くず、廃食用油の適正処理、洗剤の適正使用等の水質の保全への心がけ

・国、地方公共団体の生活排水対策への協力

・生活排水処理施設の整備に関する努力

３ 生活排水対策重点地域における生活排水対策の計画的推進（§１４の７から§１４の１０まで）

意見聴取

都道府県知事による生活排水対策重点地域の指定 関 係 市 町 村 長

生活排水の排出による水質の汚濁を防止するために

生活排水対策の実施を推進することが特に必要であ 通 知

ると認める地域 関係都府県知事

市町村への通知・公表

連 携

市町村による生活排水対策推進計画の策定 他 の 市 町 村

・生活排水対策の実施の推進に関する基本的方針

・生活排水処理施設の整備に関する事項 通 知

・生活排水対策に係る啓発に関する事項 都道府県知事

・その他生活排水対策の実施の推進に関し必要な事項 助言・勧告

計 画 の 公 表 市町村における生活排水対策推進計画の推進

（生活排水対策推進計画を推進するために必要と認める場合）

市町村長 生活排水を排出する者

指導・助言・勧告

※① 特定施設には、令第１条第１項の２において「畜産農業等の用に供する施設」として「豚房施設、牛房施設、馬房施設」が位置付けられている。

※② 特定施設の届出事項のうち、「構造、汚水等の処理の方法」等について、法第８条第１項に基づき計画変更又は廃止命令が可能。

※③ 法第１２条に基づき、特定事業場の排水口において排水基準に適合しない排出水を排出してはならない。

※④ 特定地下浸透水とは、有害物質をその施設において製造し、使用し、又は処理する特定施設（有害物質使用特定施設）を設置する特定事業場（有害

物質使用特定事業場）から地下に浸透する水で有害物質使用特定施設に係る汚水等を含むもの。

※⑤ 有害物質使用特定施設の届出事項のうち、「構造、汚水等の処理の方法、特定地下浸透水の浸透の方法」等について、法第８条第２項に基づき計画

変更又は廃止命令が可能。

※⑥ 要件とは、規則第６条の２に基づき、「有害物質が検出されること」とされている。


